
そ
の
他
の
情
報

□
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
10
月
13
日
㈫
午
後
３
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
北
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
午
後
２
時
30
分
〜
50
分
に
会

場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課
☎
０

２
７
―
８
９
８
―
５
８
０
２

□
社
会
教
育
委
員
会
議
の
傍
聴

日
時
＝
10
月
26
日
㈪
午
前
９
時
〜
11

時
30
分

会
場
＝
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
（
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内
）

対
象
＝
一
般
、
先
着
５
人

申
当
日
午
前
８
時
30
分
〜
50
分
に
会

場
へ
直
接

問
生
涯
学
習
課
☎
０
２
７
―
２
１
０

―
２
１
９
８

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理

し
ま
す
。

日
時
＝
①
10
月
11
日
㈰
②
18
日
㈰
③

20
日
㈫
、
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
①
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
②
は
総
合
福
祉
会
館
③
は
城

南
支
所

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
０
２

７
―
２
３
２
―
３
８
４
８

□
前
橋
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ
担
い
手
講
座

日
時
＝
10
月
23
日
㈮
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

内
容
＝
在
宅
で
困
り
ご
と
を
抱
え
て

い
る
人
へ
の
有
償
の
助
け
合
い
活
動

の
担
い
手
を
養
成

申
10
月
19
日
㈪
ま
で
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
７
―
２
３
２
―

３
８
４
８
へ

□
宝
く
じ
の
助
成
で
ポ
ン
プ
配
備

　

宝
く
じ
の
助
成
事
業
を
活
用
し
て
、

女
性
消
防
団
員
の
軽
可
搬
ポ
ン
プ
を

配
備
。
初
期
消
火
技
術
の
向
上
や
被

害
の
軽
減
が
期
待
で
き
ま
す
。

問
消
防
局
総
務
課
☎
０
２
７
―
２
２

０
―
４
５
０
４

□
市
民
の
茶
席

日
時
＝
11
月
８
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

会
場
＝
臨
江
閣
本
館

問
前
橋
茶
道
会
・
茂
木
宗
正
さ
ん
☎

０
２
７
―
２
３
３
―
１
４
３
７

健　
　

康

新
し
い
食
品
表
示
制
度
を
知
ろ
う

　

こ
と
し
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
食

品
表
示
法
に
つ
い
て
、
新
制
度
の
新

規
・
変
更
点
や
、
基
本
的
な
表
示
方

法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
30
日
㈮
午
後
１
時
30
分

〜
４
時
30
分

会
場
＝
第
二
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
（
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

対
象
＝
市
内
の
食
品
製
造
者
な
ど

申
10
月
５
日
㈪
〜
16
日
㈮
に
衛
生
検

査
課
☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
７

８
へ

検
診
で
が
ん
の
早
期
発
見
を

　

子
宮
頸け

い

が
ん
と
乳
が
ん
（
甲
状
腺
）

の
集
団
検
診
を
実
施
し
ま
す
。
11
月

19
日
㈭
は
、
検
診
バ
ス
乗
車
中
は
託

児
が
で
き
ま
す
。

受
付
日
時
＝
①
11
月
12
日
㈭
・
13
日

㈮
・
17
日
㈫
・
18
日
㈬
・
19
日
㈭
②
12

月
３
日
㈭
・
４
日
㈮
③
12
月
10
日
㈭
・

11
日
㈮
・
14
日
㈪
、
午
後
１
〜
２
時

会
場
＝
①
は
大
胡
保
健
セ
ン
タ
ー
②

は
宮
城
公
民
館
③
は
粕
川
公
民
館

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
の
女
性
で
、

子
宮
頸
が
ん
は
20
歳
以
上
、
乳
が
ん

は
40
歳
以
上
の
未
受
診
者
、
乳
が
ん

検
診
は
先
着
各
70
人

用
意
す
る
物
＝
受
診
シ
ー
ル

申
乳
が
ん
検
診
は
10
月
13
日
㈫
〜
各

開
催
日
の
前
日
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７
８
４
へ
。

子
宮
頸
が
ん
検
診
は
当
日
会
場
へ
直
接

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
―
２
３
４
―
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://w

w
w
.raijin.

com
/kenko/

で
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
保
険
で
で

き
る
歯
の
治
療
範
囲　

そ
の
１
〈
火

曜
〉
保
険
で
で
き
る
歯
の
治
療
範
囲

　

そ
の
２
〈
水
曜
〉
保
険
で
で
き
る

歯
の
治
療
範
囲　

そ
の
３
〈
木
曜
〉

お
と
な
の
矯
正
治
療
〈
金
曜
〉
歯
周

病
の
予
防
〈
土
日
曜
〉
か
か
り
つ
け

歯
科
医
院
を
さ
が
そ
う
！

直
接
相
談
タ
イ
ム
＝
医
師
が
直
接
相

談
。
10
月
14
日
㈬
（
歯
科
）、
午
後

７
時
30
分
〜
９
時

インフルエンザと肺炎球菌
高齢者を対象に予防接種
　高齢者を対象に、インフルエンザと肺炎球菌の予防接種を行います。予
診票と健康保険被保険者証を用意して、市内の医療機関（市外では市と契
約がある医療機関）で接種してください。
　なお、インフルエンザと肺炎球菌の接種は１週間以上間隔を空けてくだ
さい。ただし、医師が必要と認める場合は同時接種もできます。
□高齢者インフルエンザ
期日＝12月31日㈭まで
対象＝①65歳以上の人②60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能に重い障害があるか、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重い
障害がある人。国指定の疾患に該当するかは主治医に確認
予診票＝①の人には９月末に郵送②の人は市保健所内衛生検査課に申請し
てください
費用＝1,000円（生活保護世帯の人などは無料）
□高齢者肺炎球菌
期日＝来年３月31日㈭まで
対象＝①本年度65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人②60歳以上
65歳未満の人は高齢者インフルエンザ②と同様。ただし、過去に肺炎球菌
ワクチンを接種している人は対象になりません
予診票＝①の人には５月に郵送②の人は衛生検査課に申請してください
費用＝2,000円（生活保護世帯の人などは無料）
問衛生検査課☎027-220-5779

10月の各種無料相談
相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜、午後１時～４時
（予約は前週の木曜、
午後２時から電話で）

市役所市民相談室

特設法律相談
☎027-233-4804

10月23日㈮
午後１時～３時

総合教育プラザ

行政相談
☎027-898-6100

10月８日㈭
午後１時～３時

大胡支所

10月13日㈫
午後１時～３時

かすかわ老人福祉センター

10月16日㈮
午後１時～３時

桂萱市民サービスセンター

10月19日㈪
午後１時～３時

宮城支所

10月21日㈬
午後１時～４時

市役所市民相談室

11月４日㈬
午後１時～３時

富士見支所

人
権
標
語

ひ
ろ
げ
よ
う

や
さ
し
い
こ
と
ば
と

お
も
い
や
り

特
別
支
援
学
校
中
学
部
１
年　

田
巻　

璃
子
さ
ん

※市民相談（☎027-898-6100）、ＤＶ・セクハラ相談（☎027-898-6520）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701）、女性相談（☎027-220-
5700）は午前８時30分～午後５時15分。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は月曜～金曜の午前９時～午後７時、土曜は午前９時～午後５時。就学に向けての相談（☎027-
210-1234）は月曜～金曜の午前９時～午後５時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は午前９時～午前０時。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

登記相談
☎027-898-6100

10月９日㈮
午後１時～４時 市役所市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

10月19日㈪
午後１時～４時 市役所市民相談室

人権相談
☎027-898-6100

10月16日㈮
午後１時～４時 市役所市民相談室

行政書士相談
☎027-898-6100

11月２日㈪
午後１時～４時 市役所市民相談室

成人のための月いち
健康相談
☎027-220-5708

10月29日㈭
午前９時～11時 前橋保健センター

精神科医によるここ
ろの相談
☎027-220-5785

10月14日㈬・28日㈬、
午後１時30分～３時
（各予約制） 市保健所

若者のこころの相談
☎027-220-5785

10月20日㈫午後１時
30分～３時（予約制）

就労相談
☎027-231-3211

火曜～土曜、
午前10時～午後４時 前橋テルサ

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、
午後１時～４時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルト
ガル語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜・午後１時～５時、
木曜・午前９時～午後
１時

市役所外国人相談窓口

付
寄□

五
島
治
人
さ
ん
＝
Ｄ
Ｖ
Ｄ

「
太
平
洋
戦
争
」
６
巻
セ
ッ
ト

を
六
中
へ

心配な人はかかりつけ医などで
受診してください。

健康 帳手

　部活での外傷はさまざまですが、骨折や靭
じん

帯
たい

損傷はもちろん、成長期の成
長軟骨への過度の負担が一因での負傷も多くみられます。病院に行くと、ま
ず部活を休むように言われると思いますが、痛めた部位をきちんと休ませる
ことが最初の治療です。自分勝手に運動をすると患部に思わぬ負担がかかり
ます。整形外科医はその道のプロとして正確な診断のもと、１日も早い競技
への復帰ができるように指導も行います。より安全に効果的に運動を行うた
めにも地域の整形外科医をもっと活用してください。 前橋市医師会　星野貴光

休むことが治療の第一歩

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ

広報まえばし　平成27年10月１日号21 20


